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(57)【要約】
【課題】エネルギを消費する負荷ごとに取り付けること
なく、各負荷のエネルギ消費量を監視する。
【解決手段】負荷のエネルギ消費量を測定する測定器１
と、測定されたエネルギ消費量に係る情報を収集する監
視装置３とが通信可能に構成されている。監視装置３は
、負荷の種類ごとに、負荷の一般的なエネルギ消費量と
使用時間帯とからなる情報を記憶する負荷特定情報記憶
部３０１と、負荷の種類ごとに、エネルギの推奨消費量
を記憶する推奨消費量情報記憶部３０２を備え、測定器
１から消費量情報を受信すると、負荷特定部３０８によ
り負荷特定情報記憶部３０１を参照して、使用された負
荷の種類を特定する。そして、判別処理部３０９により
推奨消費量情報記憶部３０２を参照して、負荷のエネル
ギ消費量が推奨消費量の範囲内か否かを判別する。その
結果、負荷のエネルギ消費量が推奨消費量の範囲を上回
る場合、測定器１に対し報知信号の発信を指示する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の負荷にエネルギを供給する供給路ごとのエネルギ供給量を、当該供給路における
エネルギ消費量として測定する測定器と、当該測定されたエネルギ消費量に係る情報を収
集する監視装置と、がネットワークを介して通信可能に構成され、上記負荷によるエネル
ギ消費量を監視するシステムであって、
　上記測定器は、
　上記供給路ごとに、エネルギ消費量を経時的に測定する測定手段と、
　上記監視装置に対し、上記測定したエネルギ消費量に係る消費量情報を送信する第一の
消費量情報送信手段と、
　上記負荷によるエネルギ消費量が、予め設定された推奨消費量を上回る場合に、上記監
視装置から、これを報知する報知信号の発信指示を受信する報知指示受信手段と、
　上記受信した指示に基づき、報知信号を発信する報知信号発信手段と、を有し、
　上記監視装置は、
　上記負荷の種類ごとに、負荷の一般的なエネルギ消費量と、負荷の一般的な使用時間帯
とからなる負荷特定情報を関連付けて記憶する負荷特定情報記憶手段と、
　上記負荷の種類ごとに、エネルギの推奨消費量に係る推奨消費量情報を記憶する推奨消
費量情報記憶手段と、
　上記測定器から、上記消費量情報を受信する消費量情報受信手段と、
　上記負荷特定情報記憶手段を参照して、上記消費量情報から、上記負荷の起動時に瞬間
的に発生する突入電力による変化分を除いた電力消費量に基づき、使用された負荷の種類
を特定する負荷特定手段と、
　上記推奨消費量情報記憶手段を参照して、上記特定した負荷によるエネルギ消費量が、
上記推奨消費量情報に係る推奨消費量の範囲内にあるか否かを判別する判別処理手段と、
　上記判別処理の結果、上記消費量情報に係るエネルギ消費量が、上記推奨消費量情報に
係る推奨消費量の範囲を上回ると判別された場合に、上記測定器に対し、上記報知信号の
発信指示を送信する報知指示送信手段と、を有する、
　ことを特徴とするエネルギ消費監視システム。
【請求項２】
　複数の負荷にエネルギを供給する供給路ごとのエネルギ供給量を、当該供給路における
エネルギ消費量として経時的に測定する測定手段と、
　測定されたエネルギ消費量に係る情報を収集する監視装置に対し、上記測定したエネル
ギ消費量に係る消費量情報を送信する消費量情報送信手段と、
　上記負荷によるエネルギ消費量が、予め設定された推奨消費量を上回る場合に、上記監
視装置から、これを報知する報知信号の発信指示を受信する報知指示受信手段と、
　上記受信した指示に基づき、報知信号を発信する報知信号発信手段と、を有する測定器
と、ネットワークを介して通信可能に構成され、
　上記負荷の種類ごとに、負荷の一般的なエネルギ消費量と、負荷の一般的な使用時間帯
とからなる負荷特定情報を関連付けて記憶する負荷特定情報記憶手段と、
　上記負荷の種類ごとに、エネルギの推奨消費量に係る推奨消費量情報を記憶する推奨消
費量情報記憶手段と、を有するコンピュータにより、上記エネルギ消費量を監視する方法
であって、
　上記測定器から、上記消費量情報を受信する処理と、
　上記負荷特定情報記憶手段を参照して、上記消費量情報から、上記負荷の起動時に瞬間
的に発生する突入電力による変化分を除いた電力消費量に基づき、使用された負荷の種類
を特定する処理と、
　上記推奨消費量情報記憶手段を参照して、上記特定した負荷によるエネルギ消費量が、
上記推奨消費量情報に係る推奨消費量の範囲内にあるか否かを判別する処理と、
　上記判別処理の結果、上記消費量情報に係るエネルギ消費量が、上記推奨消費量情報に
係る推奨消費量の範囲を上回ると判別された場合に、上記測定器に対し、上記報知信号の
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発信指示を送信する処理と、を実行する、
　ことを特徴とするエネルギ消費監視方法。
【請求項３】
　複数の負荷にエネルギを供給する供給路ごとのエネルギ供給量を、当該供給路における
エネルギ消費量として経時的に測定する測定手段と、
　測定されたエネルギ消費量に係る情報を収集する監視装置に対し、上記測定したエネル
ギ消費量に係る消費量情報を送信する消費量情報送信手段と、
　上記負荷によるエネルギ消費量が、予め設定された推奨消費量を上回る場合に、上記監
視装置から、これを報知する報知信号の発信指示を受信する報知指示受信手段と、
　上記受信した指示に基づき、報知信号を発信する報知信号発信手段と、を有する測定器
と、ネットワークを介して通信可能に構成され、
　上記負荷の種類ごとに、負荷の一般的なエネルギ消費量と、負荷の一般的な使用時間帯
とからなる負荷特定情報を関連付けて記憶する負荷特定情報記憶手段と、
　上記負荷の種類ごとに、エネルギの推奨消費量に係る推奨消費量情報を記憶する推奨消
費量情報記憶手段と、を有するコンピュータを、上記エネルギ消費量を監視する監視装置
として機能させるためのプログラムであって、
　上記コンピュータに対して、
　上記測定器から、上記消費量情報を受信する処理と、
　上記負荷特定情報記憶手段を参照して、上記消費量情報から、上記負荷の起動時に瞬間
的に発生する突入電力による変化分を除いた電力消費量に基づき、使用された負荷の種類
を特定する処理と、
　上記推奨消費量情報記憶手段を参照して、上記特定した負荷によるエネルギ消費量が、
上記推奨消費量情報に係る推奨消費量の範囲内にあるか否かを判別する処理と、
　上記判別処理の結果、上記消費量情報に係るエネルギ消費量が、上記推奨消費量情報に
係る推奨消費量の範囲を上回ると判別された場合に、上記測定器に対し、上記報知信号の
発信指示を送信する処理と、を実行させる、
　コンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、負荷ごとのエネルギ消費量を監視する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電力等の消費管理や動作状態の管理において、ネットワークを介して消費電力や
リソース使用状況を、ネットワークを介して収集することが行われている。
【０００３】
　こうして収集された情報は様々な用途に役立てることができる。
　例えば、電力等のエネルギの使用状態から、各種の機器が正常に動作しているかどうか
を判断したり、エネルギを使用している顧客の生活状況を判断し、省エネを促進したり、
孤独死などの生活異変をいち早く察知したりすることができる。
【０００４】
　この点、特許文献１では、複数の電力消費機器からなる電力消費機器群の効率的な管理
・運用のための情報を収集するシステムとして、各電力消費機器に動作状態監視装置が取
り付けられており、予め定められた周期で各電力消費機器からネットワークを介し消費電
力値および電力を使用した機器の動作結果を示す機器動作状態値を収集する定周期データ
収集手段と、消費電力の軸および機器動作状態の軸からなる表示グラフを生成し、前記各
電力消費機器の消費電力および機器動作状態を示すドットを前記表示グラフ上の消費電力
値および機器動作状態値に該当する位置にプロットして電力消費機器ごとの動作状態を表
示するデータ表示制御手段とを備えたシステムが提案されている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－２０５１１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記特許文献１記載のシステムによれば、各電力消費機器ごとに、電力消費量等の機器
動作状態に関する情報を収集することができる。
【０００７】
　しかしながら、上記特許文献１記載のシステムでは、電力消費機器ごとに動作状態監視
装置が取り付けるため、電力消費機器ごとに複数の動作状態監視装置を用意すると共に、
各電力消費機器に当該動作状態監視装置を取り付けなければならない。
　その結果、システム運用のためのコストが大きいし、各動作状態監視装置を取り付ける
ための作業負担も大きい。
【０００８】
　そこで、本発明は、エネルギを消費する負荷ごとに取り付けることなく、各負荷のエネ
ルギ消費量を監視することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するため、本発明の一の観点に係るエネルギ消費監視システムは、複数
の負荷にエネルギを供給する供給路ごとのエネルギ供給量を、当該供給路におけるエネル
ギ消費量として測定する測定器と、当該測定されたエネルギ消費量に係る情報を収集する
監視装置と、がネットワークを介して通信可能に構成され、上記負荷によるエネルギ消費
量を監視するシステムであって、上記測定器は、上記供給路ごとに、エネルギ消費量を経
時的に測定する測定手段と、上記監視装置に対し、上記測定したエネルギ消費量に係る消
費量情報を送信する第一の消費量情報送信手段と、上記負荷によるエネルギ消費量が、予
め設定された推奨消費量を上回る場合に、上記監視装置から、これを報知する報知信号の
発信指示を受信する報知指示受信手段と、上記受信した指示に基づき、報知信号を発信す
る報知信号発信手段と、を有し、上記監視装置は、上記負荷の種類ごとに、負荷の一般的
なエネルギ消費量と、負荷の一般的な使用時間帯とからなる負荷特定情報を関連付けて記
憶する負荷特定情報記憶手段と、上記負荷の種類ごとに、エネルギの推奨消費量に係る推
奨消費量情報を記憶する推奨消費量情報記憶手段と、上記測定器から、上記消費量情報を
受信する消費量情報受信手段と、上記負荷特定情報記憶手段を参照して、上記消費量情報
に基づき、使用された負荷の種類を特定する負荷特定手段と、上記推奨消費量情報記憶手
段を参照して、上記特定した負荷によるエネルギ消費量が、上記推奨消費量情報に係る推
奨消費量の範囲内にあるか否かを判別する判別処理手段と、上記判別処理の結果、上記消
費量情報に係るエネルギ消費量が、上記推奨消費量情報に係る推奨消費量の範囲を上回る
と判別された場合に、上記測定器に対し、上記報知信号の発信指示を送信する報知指示送
信手段と、を有する、ことを特徴とする。
【００１０】
　また、上記監視装置が、上記負荷の種類ごとに、上記エネルギの推奨消費量で動作する
負荷の広告情報を記憶する広告情報記憶手段と、上記判別処理の結果、上記特定した負荷
によるエネルギ消費量が、上記推奨消費量の範囲を上回ると判別された場合に、上記広告
情報記憶手段を参照して、上記特定された負荷の種類と関連付けて記憶されている広告情
報を抽出する広告情報抽出手段と、をさらに有するものとしてもよい。
【００１１】
　また、上記測定器は、上記第一の消費量情報送信手段が、上記監視装置に対し、上記供
給路を識別する供給路識別情報と共に、上記測定したエネルギ消費量に係る消費量情報を
送信し、上記監視装置は、上記供給路識別情報と、上記負荷が設置されている区画を識別
する区画識別情報とを関連付けて記憶する対応情報記憶手段と、上記対応情報記憶手段を
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参照して、上記測定器から受信した供給路識別情報と関連付けて記憶されている区画識別
情報を特定する区画特定手段と、をさらに有し、上記消費量情報受信手段は、上記測定器
から、上記供給路識別情報と共に、上記消費量情報を受信し、上記負荷特定情報記憶手段
は、上記区画識別情報ごとに、当該区画識別情報に係る区画に設置される負荷の種類と、
負荷の一般的なエネルギ消費量と、負荷の一般的な使用時間帯とからなる負荷特定情報を
関連付けて記憶し、上記負荷特定手段は、上記負荷特定情報記憶手段を参照して、上記特
定された区画識別情報と、上記消費量情報に基づき、使用された負荷の種類を特定するも
のとしてもよい。
【００１２】
　また、上記負荷を使用している顧客が利用する顧客端末と、さらにネットワークを介し
て通信可能に構成され、上記監視装置が、上記顧客端末に対して、上記消費量情報受信手
段により受信した消費量情報と、上記負荷特定手段により特定した負荷の種類に係る情報
とに基づき、当該特定された負荷ごとのエネルギ消費量に係る情報を送信する第二の消費
量情報送信手段、をさらに有するものとしてもよい。
【００１３】
　また、本発明の別の観点に係るエネルギ消費監視方法は、複数の負荷にエネルギを供給
する供給路ごとのエネルギ供給量を、当該供給路におけるエネルギ消費量として経時的に
測定する測定手段と、測定されたエネルギ消費量に係る情報を収集する監視装置に対し、
上記測定したエネルギ消費量に係る消費量情報を送信する消費量情報送信手段と、上記負
荷によるエネルギ消費量が、予め設定された推奨消費量を上回る場合に、上記監視装置か
ら、これを報知する報知信号の発信指示を受信する報知指示受信手段と、上記受信した指
示に基づき、報知信号を発信する報知信号発信手段と、を有する測定器と、ネットワーク
を介して通信可能に構成され、上記負荷の種類ごとに、負荷の一般的なエネルギ消費量と
、負荷の一般的な使用時間帯とからなる負荷特定情報を関連付けて記憶する負荷特定情報
記憶手段と、上記負荷の種類ごとに、エネルギの推奨消費量に係る推奨消費量情報を記憶
する推奨消費量情報記憶手段と、を有するコンピュータにより、上記エネルギ消費量を監
視する方法であって、上記測定器から、上記消費量情報を受信する処理と、上記負荷特定
情報記憶手段を参照して、上記消費量情報に基づき、使用された負荷の種類を特定する処
理と、上記推奨消費量情報記憶手段を参照して、上記特定した負荷によるエネルギ消費量
が、上記推奨消費量情報に係る推奨消費量の範囲内にあるか否かを判別する処理と、上記
判別処理の結果、上記消費量情報に係るエネルギ消費量が、上記推奨消費量情報に係る推
奨消費量の範囲を上回ると判別された場合に、上記測定器に対し、上記報知信号の発信指
示を送信する処理と、を実行する、ことを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明のさらに別の観点に係るコンピュータプログラムは、複数の負荷にエネル
ギを供給する供給路ごとのエネルギ供給量を、当該供給路におけるエネルギ消費量として
経時的に測定する測定手段と、測定されたエネルギ消費量に係る情報を収集する監視装置
に対し、上記測定したエネルギ消費量に係る消費量情報を送信する消費量情報送信手段と
、上記負荷によるエネルギ消費量が、予め設定された推奨消費量を上回る場合に、上記監
視装置から、これを報知する報知信号の発信指示を受信する報知指示受信手段と、上記受
信した指示に基づき、報知信号を発信する報知信号発信手段と、を有する測定器と、ネッ
トワークを介して通信可能に構成され、上記負荷の種類ごとに、負荷の一般的なエネルギ
消費量と、負荷の一般的な使用時間帯とからなる負荷特定情報を関連付けて記憶する負荷
特定情報記憶手段と、上記負荷の種類ごとに、エネルギの推奨消費量に係る推奨消費量情
報を記憶する推奨消費量情報記憶手段と、を有するコンピュータを、上記エネルギ消費量
を監視する監視装置として機能させるためのプログラムであって、上記コンピュータに対
して、上記測定器から、上記消費量情報を受信する処理と、上記負荷特定情報記憶手段を
参照して、上記消費量情報に基づき、使用された負荷の種類を特定する処理と、上記推奨
消費量情報記憶手段を参照して、上記特定した負荷によるエネルギ消費量が、上記推奨消
費量情報に係る推奨消費量の範囲内にあるか否かを判別する処理と、上記判別処理の結果
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、上記消費量情報に係るエネルギ消費量が、上記推奨消費量情報に係る推奨消費量の範囲
を上回ると判別された場合に、上記測定器に対し、上記報知信号の発信指示を送信する処
理と、を実行させる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、負荷ごとに専用の装置等を取り付けることなく、負荷ごとのエネルギ
消費量を把握することができる。また、当該エネルギ消費量に基づいて、推奨の負荷に関
する広告情報が提供されるので、省エネの推進などに役立つ。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施形態に係るエネルギ消費監視システムの概略を示した模式図である
。
【図２】本実施形態に係るエネルギ消費監視システムの構成を示した機能ブロック図であ
る。
【図３】本実施形態において、測定器によって測定された電力消費量のデータをグラフ化
した例を示す図である。
【図４】本実施形態において、負荷特定情報記憶部に記憶されるデータの一例を示した図
である。
【図５】本実施形態において、対応情報記憶部に記憶されるデータの一例を示した図であ
る。
【図６】本実施形態において、消費量情報記憶部に記憶されるデータの一例を示した図で
ある。
【図７】本実施形態に係るエネルギ消費監視システムによる一連の処理の流れを示しシー
ケンス図である。
【図８】本実施形態に係るエネルギ消費監視システムにおいて、負荷を特定する処理の流
れを示した処理フロー図である。
【図９】本発明の別の実施形態に係るエネルギ消費監視システムの構成を示した機能ブロ
ック図である。
【図１０】本実施形態に係るエネルギ消費監視システムによる一連の処理の流れを示した
シーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　次に、本発明の実施形態に係るエネルギ消費監視システムについて、図を参照して説明
する。なお、本実施形態は、消費されるエネルギが電力である場合の一例であるが、他の
ガスや水などのエネルギあるいは資源であっても、同様に応用させることができる。
【００１８】
　まず、図１により、本実施形態に係るエネルギ消費監視システムの概略を説明する。
　本実施形態に係るエネルギ消費監視システムによるサービスの提供を受ける顧客の宅内
には、電力消費を監視するための測定器１が設置されている。
　外部から顧客の宅内に供給される電力は、主幹電路２ａを経て、分電盤により分岐電路
２ｂに分配され、負荷２ｃに供給される。
【００１９】
　各分岐電路２ｂに供給される電力は、測定器１により、各負荷２ｃによる電力消費量と
して測定される（Ｓ１）。
　測定器１によって測定された電力消費量に係る情報（以下、「電力消費量情報」という
）は、インターネット等のネットワークを介して監視装置３に送信される（Ｓ２）。
　監視装置３は、電力消費量情報に基づき、各負荷２ｃによってどれだけの電力が消費さ
れたかを特定した上、負荷２ｃごとに、その消費量が、予め設定された推奨値の範囲内か
否かを判別する（Ｓ３）。なお、推奨値とは、省エネ等の観点から、好ましい又は適切と
判断される電力消費量であり、適宜に設定することができる。
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　この結果、ある負荷２ｃの電力消費量が、推奨値の範囲にない場合には、その判別結果
が監視装置３から測定器１に送信される（Ｓ４）。
　これに応じて測定器１は、予め備え付けられた報知信号を発信して、当該判別結果を顧
客に報知する（Ｓ５）。
　また、監視装置３は、ある負荷２ｃの電力消費量が、推奨値の範囲になかった場合に、
推奨される負荷２ｃの広告情報を、顧客端末４に送信する（Ｓ６）。
【００２０】
　続いて、本実施形態に係るエネルギ消費監視システムを構成する各装置が備える機能に
ついて、図２を参照して詳述する。
　本実施形態に係るエネルギ消費監視システムは、負荷２ｃの電力消費量を測定する測定
器１と、負荷２ｃの使用者であり、本実施形態に係るエネルギ消費監視システムによるサ
ービスを享受する顧客が利用する顧客端末４と、測定器１から電力消費量情報を収集する
監視装置３とが、インターネット等のネットワークＮＷを介して、相互に通信可能に構成
されている。
【００２１】
　測定器１は、複数の入力端子を有する装置であり、各入力端子は各分岐電路２ｂに接続
されて、分岐電路２ｂごとの供給電力量を、各負荷２ｃによる電力消費量として測定する
ことができる。
　この測定器１は、CPU（Central Processing Unit）、CPUが実行するコンピュータプロ
グラムや所定のデータを記憶するRAM（Random Access Memory）などにより、測定部１１
、報知信号発信部１２、通信処理部１３からなる各機能ブロックを構成する。
【００２２】
　測定部１１は、分岐電路２ｂごとに供給された電力量を、負荷２ｃの電力消費量として
測定する処理部であり、出力部、変換部、及び算出部とから構成される。
　出力部は、電気を引き込むための引き込み線の電圧に対応する検出電圧と、引き込み線
を流れる電流に対応する検出電流とを出力する。また、変換部は、電力に比例するパルス
信号を生成し、このパルス信号を算出部に送る。算出部は、パルス信号を計数して、使用
された電力の指示値を算出する。
　ここで電力消費量は、図３に示されるように、分岐電路２ｂごとに時系列にしたがって
測定され、どの分岐電路２ｂにおいて、いつどれだけの量の電力が消費されたかを把握す
ることができる。
【００２３】
　報知信号発信部１２は、負荷２ｃの電力消費量が推奨消費量の範囲にない場合に、監視
装置３からの指示を受けて、報知信号を発信する。報知信号は例えば、明滅あるいは点滅
等するランプで構成される。
　これにより、顧客は、自身が使用している負荷２ｃの電力消費量が、推奨されるものか
どうかを把握することができる。
【００２４】
　通信処理部１３は、監視装置３とインターネット等のネットワークＮＷを介し、所定の
プロトコルに従ってデータの送受信処理を実行する処理部であって、Webブラウザ等によ
り実現される。
　この通信処理部は例えば、監視装置３に対し、分岐電路２ｂを識別する電路識別情報と
共に、測定部１１によって生成された電力消費量情報を送信したり、負荷２ｃによる電力
消費量が、予め設定された推奨消費量を上回る場合に、監視装置３から、これを報知する
報知信号の発信指示を受信したりする。
【００２５】
　監視装置３は、顧客宅における電力の消費量を監視する装置である。
　この監視装置３は、CPU（Central Processing Unit）、CPUが実行するコンピュータプ
ログラム、コンピュータプログラムや所定のデータを記憶するRAM（Random Access Memor
y）やROM（Read Only Memory）、及びハードディスクドライブなどの外部記憶装置により
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、負荷特定情報記憶部３０１、推奨消費量情報記憶部３０２、広告情報記憶部３０３、対
応情報記憶部３０４、顧客情報記憶部３０５、消費量情報記憶部３０６、区画特定部３０
７、負荷特定部３０８、判別処理部３０９、広告情報抽出部３１０、通信処理部３１１か
らなる各機能ブロックを構成する。
【００２６】
　負荷特定情報記憶部３０１には、図４に示されるように、区画を識別する区画識別情報
ごとに、当該区画に分類される負荷２ｃの種類と、負荷２ｃの一般的な電力消費量、及び
負荷２ｃの一般的な使用時間帯からなる負荷特定情報とが関連付けて記憶されている。
【００２７】
　ここで、区画とは、負荷２ｃが設置されている場所を示す情報であり、例えば、「居間
」、「ダイニング」、「洗面浴室」などである。
　ある区画に対し、当該区画に一設置されることが一般的な負荷２ｃを関連付けておくこ
とで、ある区画で電力が消費された場合に当該電力が消費された負荷２ｃを絞り込むこと
ができる。例えば、「居間」の区画に対し、「エアコン」や「テレビ」といった負荷２ｃ
を関連付けておくことで、電力が「居間」で使われた場合には、当該電力が、「居間」と
関連付けられた「エアコン」や「テレビ」などの負荷２ｃによって消費されたものと絞り
込むことができる。
【００２８】
　また、負荷２ｃの一般的な電力消費量は、２００Ｗから５００Ｗといったように、一定
の範囲をもつ値に設定することができる。
　また、一般的な使用時間帯とは、負荷２ｃが一般的に使用される時間帯である。例えば
、エアコンについて、一般的に使用される時期である夏および冬の時間帯として、６月か
ら９月、及び１２月から３月といったように設定することができる。
【００２９】
　推奨消費量情報記憶部３０２には、負荷２ｃの種類ごとに、電力の推奨消費量に係る推
奨消費量情報が記憶されている。
　ここで、推奨消費量とは、省エネ等の観点から、望ましいと考えられる電力消費量の値
であり、適宜に設定することができる。
【００３０】
　広告情報記憶部３０３には、負荷２ｃの種類ごとに、推奨される電力消費量で動作する
負荷２ｃの広告情報が記憶されている。
　広告情報は、静止画や動画などの電子データであるが、特にそのファイル形式等は限定
されない。
【００３１】
　対応情報記憶部３０４には、顧客ごとに、分岐電路２ｂと、当該分岐電路２ｂを経て電
力が供給されている区画を識別する区画識別情報が関連付けて記憶されている記憶部であ
る。
　この対応情報記憶部３０４には例えば、図５に示されるように、顧客を識別する顧客識
別情報ごとに、顧客宅の分岐電路２ｂを識別する電路識別情報と、区画を識別する区画識
別情報とが関連付けて記憶されている。
【００３２】
　顧客情報記憶部３０５は、負荷２ｃを使用している顧客に関する情報を記憶した記憶部
である。
　この顧客情報記憶部３０５には例えば、顧客を識別する顧客識別情報、顧客の氏名又は
名称、顧客に連絡を取るために必要となる住所や電話番号、あるいはメールアドレス等の
連絡先情報が記憶されている。
【００３３】
　消費量情報記憶部３０６は、測定器１から受信した電力消費量情報と、負荷特定部３０
８により特定した負荷２ｃの種類に係る情報とに基づき、当該特定された負荷２ｃごとの
電力消費量に係る情報を記憶することができる。
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　この消費量情報記憶部３０６には例えば、図６に示されるように、顧客識別情報と、負
荷特定部３０７によって特定された負荷２ｃに係る負荷情報と、当該負荷２ｃによる電力
消費量に情報とを相互に関連付けて記憶することができる。
【００３４】
　区画特定部３０７は、対応情報記憶部３０４を参照して、測定器１から受信した電路識
別情報と関連付けて記憶されている区画識別情報を特定する。これにより、顧客宅内にお
いて、どの分岐電路２ｂがどの区画に電力を供給しているかを把握することができる。
【００３５】
　負荷特定部３０８は、区画特定部３０７によって特定された区画識別情報と、測定器１
から受信した電力消費量情報とに基づき、負荷特定情報記憶部３０１を参照して、使用さ
れた負荷２ｃの種類を特定する。
【００３６】
　この特定の処理ではまず、測定器１によって測定された電力消費量に係る情報から、負
荷２ｃの個別の電力消費量と使用時間帯に係る情報を抽出する。
　測定器１によって測定された電力消費量に係る情報として図３の場合を例にとると（図
３中、囲い線Ａで示した部分で例示するが、他の部分も同様である）、経時的な電力消費
量の推移のうち、電力消費量の立ち上がり部分Ｙを抽出する。そして、その前後の変化量
（ｙ２－ｙ１）を算出し、これを負荷２ｃの電力消費量とみなす。この際、負荷２ｃの起
動時に瞬間的に発生する突入電力による変化分（ｙ３－ｙ２）を除くことにより、より正
確な電力消費量を算出する。
　また、使用時間帯は、立ち上がり部分Ｙにおける時間帯を、負荷２ｃの使用時間帯とし
て抽出する。
【００３７】
　なお、立ち上がり部分Ｙや、突入電力による変化分（ｙ３－ｙ２）は、前後における電
力消費量の増加割合や減少割合から特定することができる。
　例えば、前後において、一定割合以上の電力消費量の増加が認められた部分を、立ち上
がり部分Ｙとして抽出する。また、立ち上がり部分Ｙの直後に、一定割合以上の電力消費
量の減少が認められる場合、当該一定割合以上で電力消費量が減少する部分は、突入電力
によるものとして除外し、減少の割合が一定割合以下になった部分の数値ｙ２を、変化後
の電力消費量として扱う。
【００３８】
　次に、負荷特定情報記憶部３０１を参照して、区画特定部３０７により特定した区画識
別情報、算出した電力消費量、及び使用時間帯が合致する負荷２ｃを特定する。
　これにより例えば、負荷特定情報記憶部３０１において、「エアコン」（負荷２ｃ）に
対し、区画として「居間」、使用時間帯として「６月～９月、１２月～３月」、電力消費
量として「３００Ｗ～８００Ｗ」が関連付けて記憶されていた場合に、区画識別情報と電
力消費量情報から、「居間」（区画）で、「８月１日ＡＭ１０時～ＰＭ１１時」（使用時
間帯）に、「５００Ｗ」（電力消費量）の電力消費があったものと把握されると、当該電
力はエアコンによって消費されたものと特定することができる。
【００３９】
　判別処理部３０９は、推奨消費量情報記憶部３０２を参照して、負荷特定部３０８によ
り特定した負荷２ｃによる電力消費量が、推奨消費量の範囲内にあるか否かを判別する。
【００４０】
　広告情報抽出部３１０は、判別処理部３０９による判別処理の結果、負荷特定部３０８
により特定された負荷２ｃによる電力消費量が、推奨消費量の範囲を上回ると判別された
場合に、広告情報記憶部３０３を参照して、当該負荷２ｃの種類と関連付けて記憶されて
いる広告情報を抽出する。
【００４１】
　通信処理部３１１は、測定器１や顧客端末４とインターネット等のネットワークＮＷを
介し、所定のプロトコルに従ってデータの送受信処理を実行する処理部であって、Webブ
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ラウザ等により実現される。
　この通信処理部３１１は例えば、測定器１から電力消費量情報を受信したり、測定器１
に対して報知信号を送信したりする。また、顧客端末４に対して、消費量情報記憶部３０
６に記憶された消費量情報を送信したりする。
【００４２】
　顧客端末４は、負荷２ｃを使用し、本実施形態に係るエネルギ消費監視システムによる
サービスを享受する顧客が利用する端末である。
　この顧客端末４は例えば、いわゆるパソコンなどにより構成することができ、入出力処
理部４１、通信処理部４２からなる機能ブロックを有し、監視装置３とインターネット等
のネットワークＮＷを介して通信可能に構成されている。
【００４３】
　入出力処理部４１は、データを入出力するための機能部であり、監視装置３から受信し
たデータを出力するためのディスプレイや、顧客がデータを入力するためのマウスやキー
ボードなどにより構成される。
【００４４】
　通信処理部４２は、監視装置３とインターネット等のネットワークＮＷを介し、所定の
プロトコルに従ってデータの送受信処理を実行する処理部であって、Webブラウザ等によ
り実現される。
　この通信処理部４２は例えば、監視装置３から、負荷２ｃごとの電力消費量に係る情報
を受信したりする。
【００４５】
　次に、本実施形態に係るエネルギ消費監視システムによる一連の処理の流れを、図７を
参照して説明する。
　まず、測定器１は、測定部１１により、分岐電路２ｂごとの電力消費量を測定する（Ｓ
１０１）。
　分岐電路２ｂごとに測定された電力消費量は、分岐電路２ｂを識別する電路識別情報と
関連付けられ、電力消費量情報として監視装置３に送信される（Ｓ１０２）。なお、この
際、顧客を識別するための顧客識別情報が併せて送信される。
　なお、電力の消費量情報は一定時間分、測定器１に蓄積してから、所定のタイミングで
監視装置３に送信するようにしてもよいし、逐次送信するようにしてもよい。
【００４６】
　電路識別情報とともに、各分岐電路２ｂにおける電力消費量情報を受信した監視装置３
は、負荷特定部３０８により使用された負荷２ｃを特定する（Ｓ１０３）。
　なお、この負荷特定部３０８により負荷２ｃを特定する処理の詳細は、後に詳述する。
【００４７】
　負荷２ｃが特定されると、顧客識別情報と関連付けて、負荷２ｃごとの電力消費量が消
費量情報記憶部３０６に登録される（Ｓ１０４）。
【００４８】
　また、判別処理部３０９により、推奨消費量情報記憶部３０２を参照して、当該負荷２
ｃの電力消費量が、推奨消費量か否かを判別する（Ｓ１０５）。
　この結果、当該負荷２ｃの電力消費量が、推奨消費量の範囲内にないときは、測定器１
に対して、当該状況を顧客に報知させるための報知信号の発信を指示する命令情報が送信
される（Ｓ１０６）。
　一方、当該負荷２ｃの電力消費量が、推奨消費量の範囲内であったときは、そのまま処
理を終了する。
【００４９】
　測定器１は、監視装置３から、報知信号の発信を指示する命令情報を受信すると、報知
信号発信部１２により報知信号を発信する（Ｓ１０７）。
【００５０】
　また、監視装置３は、広告情報抽出部３１０により、広告情報記憶部３０３を参照して
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、電力消費量が推奨消費量の範囲になかった負荷２ｃに替えて推奨される負荷２ｃの広告
情報を抽出し、これを顧客端末４に対して送信する（Ｓ１０８）。
　以上により、顧客は、自分が使っている負荷２ｃが、推奨される消費量の範囲内で動作
しているかどうかを把握することができる。また、推奨される消費量の範囲内にないとき
は、これに替わる負荷２ｃの情報を入手することができる。
【００５１】
　次に、負荷特定部３０８により、測定器１から受信した顧客識別情報、電路識別情報、
及び電力消費量情報から、負荷２ｃを特定する処理の流れを、図８を参照して説明する。
　まず、区画特定部３０７により、対応情報記憶部３０４を参照して、測定器１から受信
した顧客識別情報及び電路識別情報と関連付けて記憶されている区画識別情報を特定する
（Ｓ２０１）。
【００５２】
　それから、電力消費量情報から、負荷２ｃの個別の電力消費量と使用時間帯に係る情報
を抽出する。
　具体的には、経時的な電力消費量の推移から、電力消費量が、予め設定した一定の割合
以上で急激に上昇する立ち上がり部分を特定する（Ｓ２０２）。そして、その前後の変化
量を算出し、これを負荷２ｃの電力消費量とみなす（Ｓ２０３）。
【００５３】
　なお、この際、負荷２ｃの起動時に瞬間的に発生する突入電力による変化分を除く。即
ち、立ち上がり部分以前の電力消費量と、負荷２ｃの起動後に、電力消費量の変化割合が
、予め設定した一定の割合以下に落ち着いた後の電力消費量とから差分を求め、これを負
荷２ｃの電力消費量とみなす。これにより、突入電力による一時的な電力消費量を省いて
、より正確な負荷２ｃの電力消費量を得ることができる。
　また、使用時間帯は、立ち上がり部分における時間を、負荷２ｃの使用時間帯として抽
出する。
【００５４】
　そして、負荷特定情報記憶部３０１を参照して、特定した区画識別情報、算出した電力
消費量、及び使用時間帯が合致する負荷２ｃを特定する（Ｓ２０４）。
　以上の本実施形態に係るエネルギ消費監視システムによれば、負荷２ｃごとに装置を取
り付けることなく、負荷２ｃごとのエネルギ消費量を測定することができる。
【００５５】
　なお、以上の本実施形態において、消費量情報記憶部３０６に記憶された顧客ごとの消
費量情報を、顧客の求めに応じ、顧客端末４に送信するようにしてもよい。
【００５６】
　続いて、本発明の別の実施形態に係るエネルギ消費監視システムについて、図９を参照
して説明する。
　なお、本実施形態に係るエネルギ消費監視システムは、負荷２ｃの電力消費量を特定し
て、顧客に当該情報や広告情報等を送信する前述の処理に加え、顧客に異常がないか否か
を検知して、異常が発生していると判断された場合に、予め決められた連絡先に当該異常
を通知する。
【００５７】
　本実施形態に係るエネルギ消費監視システムは、測定器１と、顧客端末４と、監視装置
５と、連絡先端末６とが、インターネット等のネットワークＮＷを介して、相互に通信可
能に構成されている。
　なそ、測定器１と顧客端末４の構成は、先述と同様である。
【００５８】
　連絡先端末６は、電力消費量情報から、顧客に異常があったと認識された場合に、当該
異常を通知する連絡対象が利用する端末である。
　この連絡先端末６は例えば、いわゆるコンピュータにより構成することができ、入手力
処理部６１、通信処理部６２を有する。
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【００５９】
　入出力処理部６１は、データを入出力するための機能部であり、監視装置５から受信し
たデータを出力するためのディスプレイや、顧客がデータを入力するためのマウスやキー
ボードなどにより構成される。
【００６０】
　通信処理部６２は、監視装置５とインターネット等のネットワークＮＷを介し、所定の
プロトコルに従ってデータの送受信処理を実行する処理部であって、Webブラウザ等によ
り実現される。
　この通信処理部６２は例えば、監視装置５から、顧客の異常に関する警告情報を受信し
たりする。
【００６１】
　監視装置５は、記述した監視装置３と同様に、顧客宅における電力の消費量を監視する
装置である。
　この監視装置５は、CPU（Central Processing Unit）、CPUが実行するコンピュータプ
ログラム、コンピュータプログラムや所定のデータを記憶するRAM（Random Access Memor
y）やROM（Read Only Memory）、及びハードディスクドライブなどの外部記憶装置により
、負荷特定情報記憶部５０１、推奨消費量情報記憶部５０２、広告情報記憶部５０３、対
応情報記憶部５０４、顧客情報記憶部５０５、消費量情報記憶部５０６、区画特定部５０
７、負荷特定部５０８、判別処理部５０９、広告情報抽出部５１０、通信処理部５１１、
異常検知部５１２からなる各機能ブロックを構成する。
【００６２】
　なお、負荷特定情報記憶部５０１、推奨消費量情報記憶部５０２、広告情報記憶部５０
３、対応情報記憶部５０４、消費量情報記憶部５０６、区画特定部５０７、負荷特定部５
０８、判別処理部５０９、広告情報抽出部５１０、通信処理部５１１の構成は、既述した
負荷特定情報記憶部３０１、推奨消費量情報記憶部３０２、広告情報記憶部３０３、対応
情報記憶部３０４、消費量情報記憶部３０６、区画特定部３０７、負荷特定部３０８、判
別処理部３０９、広告情報抽出部３１０、通信処理部３１１の各構成と同様である。
【００６３】
　顧客情報記憶部５０５には、顧客を識別する顧客識別情報、顧客の氏名又は名称、顧客
に連絡を取るために必要となる住所や電話番号、あるいはメールアドレス等の連絡先情報
が記憶されているほか、顧客に異常があったときに当該異常を連絡する連絡先に関する情
報が相互に関連付けて記憶されている。
　連絡先に関する情報は例えば、連絡先の者の氏名や名称等に加え、メールアドレス等、
情報を送信するためのあて先情報等を含む。
【００６４】
　異常検知部５１２は、顧客に異常が発生していないか否かを判別し、異常が発生してい
るものと判断した際には、通信処理部５１１により、連絡先端末に対して、当該異常発生
の通知を送信する。
　ここで、異常検知の処理は、測定器１から受信した電力消費量情報に基づき、一定時間
、電力消費量がないか否かを検出することにより実行される。
　一定時間のうちに、電力消費量に変化が認められた場合には、何らかの生活活動に基づ
く顧客の動作があったものとして、異常がないものと判断する。一方、一定時間のうちに
、電力消費量に変化が認められなかった場合には、何ら生活活動がないものとして、顧客
に異常が発生しているものと判断する。
【００６５】
　図１０に、本実施形態に係るエネルギ消費監視システムにおいて、顧客に異常がないか
否かを検知する処理の流れを示す。
　まず、測定器１は、既述したのと同様に、顧客宅の分岐電路２ｂごとの電力消費量を測
定し（Ｓ３０１）、電力消費量情報を、顧客識別情報と電路識別情報と共に、監視装置５
に対して送信する（Ｓ３０２）。
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【００６６】
　測定器１から電力消費量情報を受信した監視装置５は、異常検知部５１２により、当該
電力消費量情報に基づき、顧客に異常がないか否かを判断する（Ｓ３０３）。
　この判断の処理は、一定時間、電力消費量がないか否かを検出することにより実行され
る。即ち、一定時間のうちに、電力消費量に変化が認められた場合には、何らかの生活活
動に基づく顧客の動作があったものとして、異常がないものと判断する。一方、一定時間
のうちに、電力消費量に変化が認められなかった場合には、何ら生活活動がないものとし
て、顧客に異常が発生しているものと判断する。
【００６７】
　Ｓ３０３による処理の結果、特に異常が認められなかった場合には、そのまま処理を終
了する。
　一方、異常が認められた場合には、顧客情報記憶部５０５を参照して、異常が認められ
た顧客と関連付けて記憶されている連絡先を特定する。そして、当該連絡先の連絡先端末
６に対して、顧客に異常が発生している旨の警告情報を送信する（Ｓ３０４）。
　以上の本実施形態によれば、測定器１から得られる電力消費量に基づいて、簡易に顧客
の状態を把握し、何か異常が発生している可能性がある場合には、当該状況が所定の連絡
先に通知されるので安心である。
【００６８】
　なお、以上の本発明の実施形態に係るエネルギ消費監視システムは、種々の形態に応用
して運営させることができる。
　例えば、ＳＮＳ（ソーシャルネットワークサービス）やＴｗｉｔｔｅｒ（ツイッター、
登録商標）上で、顧客に対して電力消費量情報を提供するようにしてもよい。
【符号の説明】
【００６９】
　１　　　　測定器
　１１　　　測定部
　１２　　　報知信号発信部
　１３　　　通信処理部
　２ａ　　　主幹電路
　２ｂ　　　分岐電路
　２ｃ　　　負荷
　３　　　　監視装置
　３０１　　負荷特定情報記憶部
　３０２　　推奨消費量情報記憶部
　３０３　　広告情報記憶部
　３０４　　対応情報記憶部
　３０５　　顧客情報記憶部
　３０６　　消費量情報記憶部
　３０７　　区画特定部
　３０８　　負荷特定部
　３０９　　判別処理部
　３１０　　広告情報抽出部
　３１１　　通信処理部
　４　　　　顧客端末
　４１　　　入出力処理部
　４２　　　通信処理部
　５　　　　監視装置
　５０１　　負荷特定情報記憶部
　５０２　　推奨消費量情報記憶部
　５０３　　広告情報記憶部
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　５０４　　対応情報記憶部
　５０５　　顧客情報記憶部
　５０６　　消費量情報記憶部
　５０７　　区画特定部
　５０８　　負荷特定部
　５０９　　判別処理部
　５１０　　広告情報抽出部
　５１１　　通信処理部
　５１２　　異常検知部
　ＮＷ　　　ネットワーク

【図１】 【図２】
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